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（別紙） 

新   旧   対   照   表 
 

（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 

改     正     後 改     正     前 

 

事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について（事務運営指針） 

 

本文（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について（事務運営指針） 

 

 

本文（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

改     正     後 改     正     前 
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改     正     後 改     正     前 
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改     正     後 改     正     前 

 

 

 

 



5 

改     正     後 改     正     前 

 

 

 

 



6 

改     正     後 改     正     前 

 

 
 

 



7 

改     正     後 改     正     前 

 

 

「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の記載要領 

 

１・２ （省略） 

 

３ ｢③ 氏名・名称｣、「④ 法人番号」及び｢⑤ 総代又は法人の代表者等｣ 

 事前照会者が個人である場合には、③欄に氏名を記載してください。なお、総代が互選

されているときには、⑤欄に総代の住所又は居所及び氏名を記載してください。 

  事前照会者が法人や団体である場合には、③欄に名称、④欄に法人番号及び⑤欄に代表

者等の住所又は居所並びに役職及び氏名を記載してください。なお、代表者等は、担当役

員でも差し支えありません。 

 

 

４ ｢⑥ 代理人｣ 

  税理士等の代理人を選任している場合には、その方の住所又は居所及び氏名を記載して

ください。 

  なお、代理人は、税理士法第 2条に規定する「税理士業務」を行うことができる方にな

ります。 

 

５ ｢⑦ 同意事項等｣ 

  審査に必要な追加資料の提出や、照会内容・回答内容等の公表に関する同意事項をよく

ご確認ください。 

 

６ ｢⑧ 事前照会の趣旨｣ 

個別の取引等に係る税務上の取扱い等に関する法令解釈・適用上の疑義を要約して記

載するとともに、その疑義に対する事前照会者の求める見解の内容を必ず記載してくだ

さい。 

  また、この欄に書ききれない場合は、適宜、用紙を追加してその内容を記載し、添付し

てください（記載事項⑨及び⑩についても、同様です｡）。 

   

 

 

「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の記載要領 

 

１・２ （省略） 

 

３ ｢③ 氏名・名称｣及び｢④ 総代又は法人の代表者等｣ 

 事前照会者が個人である場合には、③欄に氏名を記載し、押印してください。なお、総

代が互選されているときには、④欄に総代の住所又は居所及び氏名を記載し、押印してく

ださい。 

  事前照会者が法人や団体である場合には、③欄に名称を、④欄に代表者等の住所又は居

所並びに役職及び氏名を記載し、代表者等の印を押してください。なお、代表者等は、担

当役員でも差し支えありません。 

 

４ ｢⑤ 代理人｣ 

  税理士等の代理人を選任している場合には、その方の住所又は居所及び氏名を記載し、

押印してください。 

  なお、代理人は、税理士法第 2条に規定する「税理士業務」を行うことができる方にな

ります。 

 

５ ｢⑥ 同意事項等｣ 

  審査に必要な追加資料の提出や、照会内容・回答内容等の公表に関する同意事項をよく

ご確認ください。 

 

６ ｢⑦ 事前照会の趣旨｣ 

個別の取引等に係る税務上の取扱い等に関する法令解釈・適用上の疑義を要約して記

載するとともに、その疑義に対する事前照会者の求める見解の内容を必ず記載してくだ

さい。 

  また、この欄に書ききれない場合は、適宜、用紙を追加してその内容を記載し、添付し

てください（記載事項⑧及び⑨についても、同様です｡）。 

   



8 

改     正     後 改     正     前 

 

７ ｢⑨ 事前照会に係る取引等の事実関係｣ 

照会事項に関係する当事者の名称、取引等における権利・義務関係など、課税関係を

判断する上で必要と考えられる事実関係を、できる限り具体的に記載してください。 

 

８ ｢⑩ ⑨の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由｣ 

  ⑨の事実関係に対して法令の適用又は先例の適用等からなる事前照会者の求める見解

となることの理由を、根拠となる事例、裁判例、学説、及び既に公表されている弁護士、

税理士、公認会計士等の見解の引用も含めて、具体的、かつ、明確に記載してください。 

 

９ ｢⑪ 取引等に係る国税の申告期限等｣ 

  ⑨の取引等に係る国税の申告期限や納期限を記載してください。なお、回答がないこと

を理由に、これらの期限が延長されることはありませんので、ご注意ください。 

 

10 ｢⑫ 関係する法令条項等｣ 

  ⑩の見解となることの理由に関係する法令及び法令解釈通達等の条項等を記載してく

ださい。 

 

11 ｢⑬ 添付書類｣ 

  事前照会の趣旨及びその理由等の照会事項を説明するに当たり、関係する必要な資料を

添付し、その資料の名称を(  )内に簡単に記載してください。 

 

12 （省略） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

７ ｢⑧ 事前照会に係る取引等の事実関係｣ 

照会事項に関係する当事者の名称、取引等における権利・義務関係など、課税関係を

判断する上で必要と考えられる事実関係を、できる限り具体的に記載してください。 

 

８ ｢⑨ ⑧の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由｣ 

  ⑧の事実関係に対して法令の適用又は先例の適用等からなる事前照会者の求める見解

となることの理由を、根拠となる事例、裁判例、学説、及び既に公表されている弁護士、

税理士、公認会計士等の見解の引用も含めて、具体的、かつ、明確に記載してください。 

 

９ ｢⑩ 取引等に係る国税の申告期限等｣ 

  ⑧の取引等に係る国税の申告期限や納期限を記載してください。なお、回答がないこと

を理由に、これらの期限が延長されることはありませんので、ご注意ください。 

 

10 ｢⑪ 関係する法令条項等｣ 

  ⑨の見解となることの理由に関係する法令及び法令解釈通達等の条項等を記載してく

ださい。 

 

11 ｢⑫ 添付書類｣ 

  事前照会の趣旨及びその理由等の照会事項を説明するに当たり、関係する必要な資料を

添付し、その資料の名称を(  )内に簡単に記載してください。 

 

12 （省略） 

 
  

 

 

 

 

 

 



9 

改     正     後 改     正     前 

 

 
 

 



10 

改     正     後 改     正     前 

 

 

［形式審査表の記載要領］ 

 

１～３ （省略） 
 

４ ｢要件事項｣については、各要件事項について、次の要件事項が記載されているかどうか

を確認した結果、｢適｣又は｢不適｣のいずれかを○で囲む。 

⑴ ｢７｣欄……税法上の承認申請(措置法 40条事案等)等に係るもの、譲渡所得等の課税

の特例に係る事前協議、国等に対する寄附金の事前確認、独立企業間価格の算定方

法等の確認、同業者団体等からの照会に対する文書回答等、別途事務運営指針等に

より、別途処理手続が定められているものではないこと。 

⑵ ｢８｣欄……申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること。 

⑶ ｢９｣欄……事前照会者自身により実際に行われた取引等又は将来行う予定の取引

等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る事前照会であって、照会の前提

とする事実関係について選択肢があるものではないこと。 

⑷ ｢10｣欄……調査等の手続、徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関

係する事前照会でないこと。 

⑸ ｢11｣欄……取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去の公

表された質疑事例等において明らかになっているものに係る事前照会でないこと。 

⑹ ｢12｣欄……個々の財産の評価や取引等価額の算定に関する事前照会でないこと。 

⑺ ｢13｣欄……次のような性質を有するものでないこと。 

       イ～ヌ （省略） 
 

５・６ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［形式審査表の記載要領］ 

 

１～３ （省略） 
 

４ ｢要件事項｣については、各要件事項について、次の要件事項が記載されているかどうか

を確認した結果、｢適｣又は｢不適｣のいずれかを○で囲む。 

⑴ ｢８｣欄……税法上の承認申請(措置法 40 条事案等)等に係るもの、譲渡所得等の課税

の特例に係る事前協議、国等に対する寄附金の事前確認、独立企業間価格の算定方法

等の確認、同業者団体等からの照会に対する文書回答等、別途事務運営指針等により、

別途処理手続が定められているものではないこと。 

⑵ ｢９｣欄……申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること。 

⑶ ｢10｣欄……事前照会者自身により実際に行われた取引等又は将来行う予定の取引

等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る事前照会であって、照会の前提

とする事実関係について選択肢があるものではないこと。 

⑷ ｢11｣欄……調査等の手続、徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関

係する事前照会でないこと。 

⑸ ｢12｣欄……取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去の公

表された質疑事例等において明らかになっているものに係る事前照会でないこと。 

 ⑹ ｢13｣欄……個々の財産の評価や取引等価額の算定に関する事前照会でないこと。 

⑻ ｢14｣欄……次のような性質を有するものでないこと。 

       イ～ヌ （省略） 
 

５・６ （省略） 

 

 

 

 

 

 



11 

改     正     後 改     正     前 
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改     正     後 改     正     前 
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改     正     後 改     正     前 
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改     正     後 改     正     前 

 

 

 

 



15 

改     正     後 改     正     前 

 

 

 

 


